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(57)【要約】
【課題】アナログのＡＭ放送局の自動サーチ時における
誤サーチを防止する。
【解決手段】局部発振部１３，２３と、受信したＦＭ波
と局部発振器１３からの出力信号とを混合して、第１の
中間周波数信号を生成する第１の周波数混合部１２と、
受信したＦＭ波と局部発振器２３からの出力信号とを混
合して、第２の中間周波数信号を生成する第２の周波数
混合部２２を備えた。また、第１の中間周波数信号又は
第２の中間周波数信号の振幅を所定の振幅に制限すると
ともに、電波の強度と周波数オフセットとを検出する振
幅制限部１５と、振幅制限後の信号に含まれる振幅変動
成分を抽出するマルチパス検出部１７とを備えた。そし
て、ＡＭ放波の強度と周波数オフセットが所定の基準を
満たしており、かつ抽出された振幅変動成分が所定のレ
ベル以下であった場合に、局部発振部２３に対して周波
数を固定させるようにした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された制御信号に応じて出力信号の周波数を変化させる局部発振部と、
　受信したＡＭ放送局の電波と前記局部発振器からの出力信号とを混合して、第１の中間
周波数信号を生成する第１の周波数混合部と、
　受信したＦＭ放送局の電波と前記局部発振器からの出力信号とを混合して、第２の中間
周波数信号を生成する第２の周波数混合部と、
　前記第１の中間周波数信号又は前記第２の中間周波数信号の振幅を所定の振幅に制限す
るとともに、前記中間周波数信号から、前記電波の強度と周波数オフセットとを検出する
振幅制限部と、
　前記振幅制限部で振幅が制限された信号に含まれる振幅変動成分を抽出するマルチパス
検出部と、
　前記振幅制限部で検出された前記ＡＭ放送局の電波の強度と、周波数オフセットが所定
の基準を満たしており、かつ前記マルチパス検出部で抽出された振幅変動成分が所定のレ
ベル以下であった場合に、前記局部発振部に対して前記周波数を固定させるための制御信
号を供給する制御部とを備えた
　受信装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記振幅制限部で検出された前記ＡＭ放送局の電波の強度と、周波数オ
フセットが所定の基準を満たしている場合であっても、前記マルチパス検出部で抽出され
た振幅変動成分が所定のレベルより大きかった場合には、前記局部発振部に対して前記周
波数を変化させるための制御信号を供給する
　請求項１記載の受信装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記マルチパス検出部で検出された前記第１の中間周波数信号の振幅変
動成分が所定のレベル以上であった場合には、マルチパスによる妨害を低減する処理を行
う
　請求項２記載の受信装置。
【請求項４】
　ユーザからの指示を受け付けて、前記指示の内容を前記制御部に伝送する操作入力部を
備え、
　前記局部発振部における周波数の変化の方向は、前記操作入力部に対する前記ユーザか
らの指示に基づいて決定する
　請求項３記載の受信装置。
【請求項５】
　受信したＡＭ放送局の電波と前記局部発振器からの出力信号とを混合して、第１の中間
周波数信号を生成するステップと、
　受信したＦＭ放送局の電波と前記局部発振器からの出力信号とを混合して、第２の中間
周波数信号を生成するステップと、
　前記第１の中間周波数信号又は前記第２の中間周波数信号の振幅を所定の振幅に制限す
るとともに、前記中間周波数信号から、前記電波の強度と周波数オフセットとを検出する
ステップと、
　前記振幅が制限された信号に含まれる振幅変動成分を抽出するステップと、
　前記検出された前記ＡＭ放送局の電波の強度と、周波数オフセットが所定の基準を満た
しており、かつ前記抽出された振幅変動成分が所定のレベル以下であった場合に、前記局
部発振部に対して前記周波数を固定させるための制御信号を供給するステップと、
　前記制御信号に応じて前記局部発振部が出力信号の周波数を変化させるステップとを含
む
　受信方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受信装置及び受信方法に関し、特にＡＭのラジオ放送波及びＦＭのラジオ放
送波を受信可能な受信装置及びその受信装置を用いた受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ラジオのＡＭ放送やＦＭ放送を受信する受信装置には、自動的に受信可能な放送
局の電波を受信する、自動サーチの機能が設けられているものが多い。このような受信装
置には、自動サーチの開始を指示するプラスキーやマイナスキーを設けてあり、このキー
がユーザによって押下されたタイミングで、自動サーチが開始される。例えばプラスキー
が押下された場合には、その時点で同調している周波数より上の周波数が探索され、受信
可能な放送局が検出された場合には、その放送波が受信される。
【０００３】
　ところが近年では、ＨＤ（High Definition）ラジオと呼ばれるデジタルラジオ放送が
開始したことにより、アナログの放送局を自動サーチ中に誤サーチが発生してしまうとい
う問題が生じている。デジタルラジオ放送は、例えばＩＢＯＣ（In Band On Channel）等
の伝送方式で伝送されるものであり、ＩＢＯＣでは、既存のアナログ信号帯域内及び／又
は両側のサイドバンドにデジタル信号が付加される。これにより、アナログのＦＭ放送を
自動サーチ中であるにもかかわらず、サイドバンドに付加されたデジタル信号を拾って、
サーチが誤ってストップしてしまうという問題が生じていた。
【０００４】
　このような問題を解決する技術として、例えば特許文献１には、ＦＭ放送局の自動サー
チ中に、デジタル放送局の周波数の影響を受けて自動サーチが誤って停止してしまわない
ようにする技術が記載されている。具体的には、受信装置にハイパスフィルタと増幅回路
とで構成したノイズフィルタを設け、ノイズフィルタでのノイズの検出量が所定レベル以
上であった場合には、サーチを継続させる技術が記載されている。
【特許文献１】特開２００８－１７２９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１にはアナログのＦＭ放送局を自動サーチ中に発生する課題を解決
する手法のみが記載されているが、ＡＭ放送局の自動サーチ中にも誤サーチは発生する。
ＡＭ放送局のサーチ動作は、サーチ対象の各周波数において下記のパラメータをチェック
することにより実現される。
　・受信した電波の電界強度が予め設定したあるレベル以上である
　・周波数オフセットが予め設定したあるレベル以下である
【０００６】
　これにより、サーチ対象の周波数の周辺にデジタルラジオ放送局の周波数が存在する場
合は、その周波数にはアナログの放送局が存在しないにもかかわらず、電界強度が高いと
判断されてサーチがストップしてしまう事があった。ＡＭのデジタルラジオ放送では、ア
ナログ信号の周波数帯の上側と下側に、それぞれ１５ｋＨｚに渡るデジタルのスペクトラ
ムが存在する。これにより、特にこの近辺の周波数帯では、誤サーチが発生する可能性が
高くなってしまうという問題があった。
【０００７】
　また、デジタル放送のスペクトラムが存在しない場合であっても、サーチ対象周波数の
近辺に強い電界強度のアナログＡＭ放送の周波数が存在する場合には、自動サーチが誤っ
てストップしてしまうことがあった。
【０００８】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、アナログのＡＭ放送局の自動サーチ時
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における誤サーチを防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の受信装置は、入力された制御信号に応じて出力信号の周波数を変化させる局部
発振部と、受信したＡＭ放送局の電波と局部発振器からの出力信号とを混合して、第１の
中間周波数信号を生成する第１の周波数混合部とを備えた。また、受信したＦＭ放送局の
電波と局部発振器からの出力信号とを混合して、第２の中間周波数信号を生成する第２の
周波数混合部を備えた。また、第１の中間周波数信号又は第２の中間周波数信号の振幅を
所定の振幅に制限するとともに、中間周波数信号から、電波の強度と周波数オフセットと
を検出する振幅制限部と、振幅制限部で振幅が制限された信号に含まれる振幅変動成分を
抽出するマルチパス検出部とを備えた。そして、振幅制限部で検出されたＡＭ放送局の電
波の強度と周波数オフセットが所定の基準を満たしており、かつ抽出された振幅変動成分
が所定のレベル以下であった場合に、局部発振部に対して周波数を固定させるための制御
信号を供給するようにしたものである。
【００１０】
　このようにしたことで、ＡＭ放送局の電波の強度と周波数オフセットとが所定の基準を
満たしていた場合にも、マルチパス検出部で所定のレベルより大きい振幅変動成分が検出
された場合には、局部発振部の発信周波数は固定されなくなる。
【００１１】
　また、ＦＭ放送局からの電波でのマルチパス発生対策として設けられたマルチパス検出
部を用いて、ＡＭ放送波のサーチの制御を行うことができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によると、マルチパス検出部で所定のレベルより大きい振幅変動成分が検出され
た場合には、局部発振部の発信周波数は固定されなくなるため、自動サーチ時における誤
サーチを防止することができる。
【００１３】
　またこの場合、誤サーチ防止用の回路等を新たに追加する必要がないため、製造コスト
を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施の形態を、添付図面を参照して説明する。本実施の形態は、以下
の順序で説明する。
１．受信装置の基本構成例
２．受信装置による受信動作の例
３．受信装置による受信処理の例
　３－１．サーチ対象周波数の周辺に、強い電界強度の放送局が存在する場合の例
　３－２．サーチ対象周波数の周辺に、デジタルラジオの放送局が存在する場合の例
【００１５】
［受信装置の基本構成例］
　まず、図１を参照して、本実施の形態における受信装置１００の内部構成例を説明する
。受信装置１００は、アナログのＡＭ放送とアナログのＦＭ放送を受信することができる
ものであり、両放送局から送信された電波を受信するアンテナ１と、ＦＭ放送を受信する
ＦＭ受信部１０と、ＡＭ放送を受信するＡＭ受信部２０とで構成される。また、ＦＭ受信
部１０とＡＭ受信部２０の両方を制御する制御部３０と、アップキーやダウンキー等で構
成される操作入力部３１も備えている。
【００１６】
　本実施の形態による受信装置１００は、例えば自動車等の移動体に搭載されるものであ
り、マルチパスによる妨害対策のためのマルチパス検出部を備えるものである。そしてこ
のマルチパス検出部の検出結果を、ＦＭ放送の受信時だけでなく、ＡＭ放送局の自動サー
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チ時にも参照するようにしたことを特徴とする。
【００１７】
　受信装置１００のＦＭ受信部１０は、ローノイズアンプ（以下ＬＮＡと称する）１１と
、ミキサ（第１の周波数混合部）１２と、局部発振器１３と、バンドパスフィルタ（以下
ＢＰＦと称する）１４と、リミッタアンプ（振幅制限部）１５と、検波器１６と、マルチ
パス検出部１７とを備える。
【００１８】
　ＬＮＡ１１は、アンテナ１が得たＦＭ受信電波を所定のレベルまで増幅してミキサ１２
に供給する。ＬＮＡ１１においては、ＬＮＡ１１からの出力レベルの大きさに応じてゲイ
ンを制御するフィードバックループが構成されている。ミキサ１２には、局部発振器１３
から供給される発振周波数も入力される。局部発振器１３は、ＰＬＬ（Phase-Locked Loo
p）シンセサイザ等で構成され、図示せぬＰＬＬ回路から出力される周波数制御電圧に基
づいて、受信電波をＩＦ（中間周波数）信号（第１の中間周波数信号）に変換するための
周波数信号を生成する。局部発振器１３で生成される周波数信号の発振周波数は、制御部
３０の制御に基づいて変更される。
【００１９】
　ミキサ１２は、ＬＮＡ１１で増幅された受信電波と、局部発振器１３から供給される発
信周波数とを混合することによりＩＦ信号を生成し、生成したＩＦ信号をＢＰＦ１４に供
給する。ＢＰＦ１４は、ミキサ１２から供給されたＩＦ信号のうち、希望する周波数の信
号のみを通過させてリミッタアンプ１５に出力する。
【００２０】
　リミッタアンプ１５は、ＢＰＦ１４を通過した中間周波数信号の振幅変動（ＡＭ成分）
を除去することにより、信号の振幅を一定の振幅に制限する処理を行う。リミッタアンプ
１５は、振幅制限後の信号を検波器１６とマルチパス検出部１７に供給するとともに、中
間周波数信号から検出される受信電波の電界強度や、周波数オフセットの情報を制御部３
０に供給する。本実施の形態においては、ＦＭ受信部１０の動作中にはＢＰＦ１４を通過
した信号がリミッタアンプ１５に供給され、ＡＭ受信部２０の動作中には、ＡＭ受信部２
０のＢＰＦ２４を通過した信号がリミッタアンプ１５に供給される。
【００２１】
　検波器１６は、リミッタアンプ１５から供給された信号を復調してＦＭ放送信号を取り
出す。検波器１６の後段には 図示せぬステレオデコーダを設けてあり、ステレオデコー
ダによって左信号及び／又は右信号が取り出されて、図示せぬスピーカから音声として出
力される。
【００２２】
　マルチパス検出部１７は、リミッタアンプ１５から供給される信号に含まれるＡＭ成分
を抽出することによりマルチパスの発生を検出し、抽出したＡＭ成分を制御部３０に出力
する。具体的には、１９ｋＨｚのパイロット信号の周辺の周波数のＡＭ成分を抽出してい
る。パイロット信号とは、図２に示されるように、左信号と右信号による和信号と、左信
号と右信号の差分である差信号とに重畳された信号であり、その周波数は１９ｋＨｚであ
る。
【００２３】
　和信号又は差信号といったオーディオ信号の周波数は、音声の大小の影響を受けてその
変調の深さに差が生じるため、ＡＭ成分の検出対象としてはふさわしくない。変調が深い
ときには、マルチパスとして誤検出されてしまう可能性があるためである。また、オーデ
ィオ信号の周波数帯の外の周波数は、隣接妨害の影響を受ける可能性が高いため、こちら
もマルチパス検出用のＡＭ成分検出対象にはふさわしくない。
【００２４】
　一方パイロット信号は、そのレベルが常に一定であり、かつ７．５ｋＨｚディビエーシ
ョンという低い変調度であることを特徴とするものである。つまり、このパイロット信号
の周辺の周波数におけるＡＭ成分を抽出することで、より正確にマルチパスを検出するこ
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とができる。
【００２５】
　本実施の形態においては、マルチパス検出部１７を、リミッタアンプ１５と同様に、Ｆ
Ｍ受信部１０稼働中だけでなくＡＭ受信部２０の稼働中にも動作させる構成としてある。
【００２６】
　制御部３０は、プラスキーやマイナスキー等で構成される操作入力部３１を通してユー
ザから自動サーチのサーチ方向が指示された場合に、その操作内容に基づいて、現在同調
している周波数より上又は下の周波数をサーチさせるための制御信号を生成する。そして
、生成した制御信号を局部発振器１３に供給する。
【００２７】
　また制御部３０は、マルチパス検出部１７でＡＭ成分が抽出された場合には、ＡＭ成分
の大きさに応じて、マルチパスによるノイズやひずみを除去するための様々な処理を行う
。具体的には、ステレオデコーダで左信号と右信号とで構成される和信号のみを抽出させ
る処理や、信号の高域成分を除去する処理、ミュートをオンにする処理等を行う。
【００２８】
　さらに、本実施の形態による制御部３０では、ＡＭ受信部２０でＡＭ放送波をサーチし
ている際にも、マルチパス検出部１７での検出結果に応じた制御を行う。つまり、ＡＭ放
送の自動サーチ中に、以下の条件が満たされた場合には、サーチを停止させる処理を行う
。
　・サーチ中の周波数の電波の電界強度が予め設定した所定のレベル以上である
　・周波数オフセットが予め設定した所定のレベル以下である
　・マルチパス検出部１７で抽出されたＡＭ成分が、予め設定した所定のレベル以下であ
る
　すなわち制御部３０は、自動サーチの動作の制御を行っている。なお、ＡＭ放送受信時
における制御部３０での処理の詳細については後述する。
【００２９】
　次に、ＡＭ受信部２０の構成例について説明する。ＡＭ受信部２０には、ＬＮＡ２１と
、ミキサ（第２の周波数混合部）２２と、局部発振器２３と、ＢＰＦ２４と、ＡＧＣ（Au
tomatic Gain Control）アンプ２５と、検波器２６とが含まれる。
【００３０】
　ＬＮＡ２１は、アンテナ１が得たＡＭ受信電波を所定のレベルまで増幅してミキサ２２
に供給する。ＬＮＡ２１においては、ＬＮＡ２１からの出力レベルの大きさに応じてゲイ
ンを制御するフィードバックループが構成されている。ミキサ２２には、局部発振器１３
から供給される発振周波数も入力される。局部発振器２３は、図示せぬＰＬＬ回路から出
力される周波数制御電圧に基づいて、受信電波をＩＦ信号（第２の中間周波数信号）に変
換するための周波数信号を生成する。局部発振器２３で生成される発振周波数は、制御部
３０の制御に基づいて設定される。
【００３１】
　ミキサ２２は、ＬＮＡ２１で増幅された受信電波と、局部発振器２３から供給される発
信周波数とを混合することによりＩＦ信号を生成し、生成したＩＦ信号をＢＰＦ２４に供
給する。ＢＰＦ２４は、ミキサ２２から供給されたＩＦ信号のうち、希望する周波数の信
号のみを通過させて、ＡＧＣアンプ２５及びＦＭ受信部１０のリミッタアンプ１５に出力
する。
【００３２】
　ＡＧＣアンプ２５は、受信電波のレベルが変動した場合にも出力をほぼ一定に保つため
に、ＢＰＦ２４を通過した信号のゲインを制御し、ゲイン制御後の信号を検波器２６に供
給する。ＡＧＣアンプ２５には、ＡＧＣアンプ２５の出力信号が入力されるようにしてあ
り、このフィードバックループによって、ＡＧＣアンプ２５のゲインが制御される。
【００３３】
　検波器２６は、ＡＧＣアンプ２５から供給された信号を復調してＡＭ放送信号を取り出
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す。
【００３４】
［受信装置による受信動作の例］
　次に、受信装置１００によるＡＭ放送局自動サーチ時の処理の例について、図３のフロ
ーチャートを参照して説明する。まず、ＡＭ受信部２０の局部発振器２３が制御されるこ
とにより、局部発振器２３での発振周波数がサーチ対象の周波数に同調される（ステップ
Ｓ１１）。次に、アンテナ１で得られ、ＦＭ受信部１０のリミッタアンプ１５によって検
出された受信電波の電界強度が、予め設定しておいた所定のレベル以上であるか否かが、
制御部３０によって判断される（ステップＳ１２）。
【００３５】
　受信電波の電界強度が所定のレベル未満であった場合には、制御部３０からＡＭ受信部
２０の局部発振器２３に対して、周波数を上方向又は下方向に所定量だけ移動させるため
の指示が入力され、受信装置１００で受信する周波数が変更される（ステップＳ１３）。
ＡＭ放送のサーチは、通常は１０ｋＨｚのステップで行われるものであるため、現在同調
している周波数の１０ｋＨｚ上の周波数又は、１０ｋＨｚ下の周波数が選択されるように
なる。なお、周波数のサーチ方向を上とするか下とするかは、アップキー又はダウンキー
等を介して入力されるユーザからの指示に応じて切り換えられる。
【００３６】
　受信電波の電界強度が所定のレベル以上であった場合には、次に、リミッタアンプ１５
で検出された周波数オフセットが、予め決めておいた所定の範囲以内であるか否かが制御
部３０によって判断される（ステップＳ１４）。リミッタアンプ１５で検出された周波数
オフセットが、予め決めておいた所定の範囲外であった場合には、ステップＳ１３の処理
が行われる。すなわち、自動サーチは停止されずに継続される。
【００３７】
　リミッタアンプ１５で検出された周波数オフセットが、予め決めておいた所定の範囲以
内であった場合には、ＦＭ受信部１０のマルチパス検出部１７で検出されたＡＭ成分（検
出値）が、予め設定しておいた所定のレベル以下であるか否かが判断される（ステップＳ
１５）。マルチパス検出部１７の検出値が所定のレベルより上であった場合には、ステッ
プＳ１３の処理が行われる。
【００３８】
　マルチパス検出部１７の検出値が所定のレベル以下であった場合には、制御部３０によ
って、局部発振器２３における発振周波数を固定させる制御がされ、受信装置１００での
自動サーチ動作がストップする（ステップＳ１６）。
【００３９】
［受信装置による受信処理の例］　
　３－１．サーチ対象周波数の周辺に、強い電界強度の放送局が存在する場合の例
　次に、図４を参照して、サーチ対象周波数の周辺に、強い電界強度の放送局が存在する
場合の処理の例について説明する。図４において、縦軸は受信電波の電界強度を示し、横
軸は周波数（単位ｋＨｚ）を示す。図４には、自動サーチが周波数の高い方向から低い方
向に向けて行われており、サーチが１０１０ｋＨｚに達している状態が示されている。
【００４０】
　図４に示した例では、ＡＭ放送局の周波数は１０００ｋＨｚであることを想定しており
、本来であれば、１０１０ｋＨｚではサーチはストップされるべきではない。しかし従来
の受信方法によれば、受信電波の電界強度と周波数オフセットの情報のみによって、サー
チをストップさせるか否かが決定されるため、サーチがここで停止してしまう可能性が高
い。これに対して本実施の形態による受信方法によれば、１０１０ｋＨｚに同調した際に
、マルチパス検出部１７によって、１０１０ｋＨｚから上下方向に１９ｋＨｚ離れた各周
波数付近でＡＭ成分が抽出され、マルチパス発生の有無が判断される。
【００４１】
　つまり、図４に示した例では、１０１０＋１９＝１０２９ｋＨｚ近辺と、１０１０－１
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９＝９９１ｋＨｚ近辺がマルチパス検出部１７による検出範囲となる。そしてこの場合、
９９１ｋＨｚ近辺の検出範囲において、１０００ｋＨｚの放送局の電波を受信したことに
よるＡＭ成分（一点鎖線で図示）が検出されるようになる。つまり、図３に示したフロー
チャートのステップＳ１４の判断が満たされないため、自動サーチは停止されず、次の１
０００ｋＨｚに同調して処理が続けられる。
【００４２】
３－２．サーチ対象周波数の周辺に、デジタルラジオの放送局が存在する場合の例
　次に、図５の（ａ）及び（ｂ）を参照して、サーチ対象周波数の周辺に、デジタルラジ
オの放送局が存在する場合の自動サーチ処理の例について説明する。図５も、図４と同様
に、縦軸が受信電波の電界強度を示し、横軸は周波数（単位ｋＨｚ）を示す。自動サーチ
の方向も図４に示した例と同様であり、周波数の高い方向から低い方向に向けて行われて
いる。
【００４３】
　図５に示した例は、デジタルラジオの周波数が混在している状態を示したものであり、
アナログのＡＭ放送の１０００ｋＨｚの周波数の両サイドに、矩形で示されたデジタルラ
ジオの信号のスペクトラムが存在していることが示されている。図５（ａ）に示した例で
はサーチは１０１０ｋＨｚの位置に達しており、ここにはデジタルラジオのスペクトラム
が存在する。従って従来の受信方法では、電界強度が高いと判断されてサーチがストップ
してしまう可能性が高い。
【００４４】
　これに対して本実施の形態による受信方法によれば、１０１０＋１９＝１０２９ｋＨｚ
近辺と、１０１０－１９＝９９１ｋＨｚ近辺でのマルチパスの発生が、マルチパス検出部
１７によって検出されるようになる。そして図５（ａ）に示した例では、９９１ｋＨｚ近
辺の検出範囲において、デジタル信号のスペクトラムが存在することによるＡＭ成分（一
点鎖線で図示）が検出されるようになる。つまり、図３に示したフローチャートのステッ
プＳ１４の判断が満たされないため、自動サーチは停止されず、次の１０００ｋＨｚに同
調して処理が続けられる。
【００４５】
　図５（ｂ）は、図５（ａ）に示した状態からさらにサーチが進み、９９０ｋＨｚの位置
に達した状態を示したものである。ここでは、９９０＋１９＝１０２９ｋＨｚ近辺と、９
９０－１９＝９７１ｋＨｚ近辺がマルチパス検出部１７による検出範囲となる。そしてこ
の場合は、９７１ｋＨｚ近辺の検出範囲において、デジタル信号のスペクトラムが存在す
ることによるＡＭ成分（一点鎖線で図示）が検出されるようになる。これにより、図３に
示したフローチャートのステップＳ１４の判断が満たされなくなるため、自動サーチは停
止されず、次の９８０ｋＨｚに同調して処理が続けられる。
【００４６】
　上述した実施の形態によれば、誤サーチ防止用の回路等を別途設けることなく、従来の
受信装置の構成を利用して、ＡＭ放送局自動サーチ時の誤サーチを防止することができる
。従来の受信装置の構成の例を、図６に示してある。図６において、図１に対応する箇所
には同一の符号を付してあり、詳細な説明は省略する。
【００４７】
　図６に示した従来の受信装置１００Ａは、マルチパス検出部１７Ａを備え、ＦＭ放送局
からの電波を受信するＦＭ受信部１０Ａと、ＡＭ放送局からの電波を受信するＡＭ受信部
２０Ａとよりなる。従来の受信装置１００Ａにおいては、マルチパス検出部１７Ａは、Ｆ
Ｍ受信部１０ＡによるＦＭ放送受信時のみに動作するようにしてある。そして、マルチパ
ス検出部１７Ａでマルチパスが検出された場合に、ステレオデコーダで左信号と右信号と
で構成される和信号のみを抽出させる処理や、信号の高域成分を除去する処理、ミュート
をオンにする処理が行われる。ＡＭ受信部２０Ａにおいて、ＡＭ放送局の自動サーチがユ
ーザより指示された場合には、制御部３０の制御に基づいて自動サーチが行われる。
【００４８】
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　これに対して本実施の形態による受信装置１００は、図１に示すように、ＡＭ受信部２
０のＢＰＦ２４からの出力をＦＭ受信部１０のリミッタアンプ１５に入力させ、リミッタ
アンプ１５とマルチパス検出部１７をＡＭ受信部２０の動作中にも稼働させるようにした
。そして、受信電波の電界強度が高くて周波数オフセットが所定の範囲内であっても、マ
ルチパス検出部１７による検出値が高い場合には、自動サーチを継続させるようにしたも
のである。
【００４９】
　このように構成したことにより、サーチ中の周波数の近辺に強い電界強度の放送局が存
在する場合や、デジタル放送局のスペクトラムが存在する場合等、本来サーチが停止する
べきではない場所での誤サーチを、防止することができる。
【００５０】
　また、誤サーチ防止用の回路等を新たに設けることを行っていないため、受信装置１０
０の製造コストを低減することができる。
【００５１】
　また、デジタル放送局の数が増えた場合にも、本実施の形態による受信方法によれば、
アナログ放送局が存在しない周波数で、誤ってサーチがストップしてしまうことがなくな
る。
【００５２】
　なお、ここまで説明した実施の形態では、自動車等に搭載する受信装置１００を例に挙
げたが、これに限定されるものではない。マルチパス検出機能を有する受信装置であれば
、どのような種類の受信装置に適用してもよい。
【００５３】
　また、上述した実施の形態では、ＦＭ受信部１０とＡＭ受信部２０とにそれぞれ個別に
局部発振器１３，２３を設けた構成を例に挙げたが、１つの局部発振器を共通で使用する
構成に適用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の一実施の形態による受信装置の内部構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施の形態によるＦＭステレオ信号の構成例を示す説明図である。
【図３】本発明の一実施の形態によるＡＭ放送局の自動サーチ処理の例を示すフローチャ
ートである。
【図４】本発明の一実施の形態による強い電界強度の放送局の周波数が周辺に存在する場
合のサーチ処理の例を示す説明図である。
【図５】本発明の一実施の形態によるデジタルラジオ放送局の周波数が周辺に存在する場
合のサーチ処理の例を示す説明図である。
【図６】従来の受信装置の内部構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００５５】
　１…アンテナ、１０，１０Ａ…ＦＭ受信部、１１…ローノイズアンプ、１２…ミキサ、
１３…局部発振器、１４…バンドパスフィルタ、１５…リミッタアンプ、１６…検波器、
１７，１７Ａ…マルチパス検出部、２０，２０Ａ…ＡＭ受信部、２１…ローノイズアンプ
、２２…ミキサ、２３…局部発振器、２４…ＢＰＦ、２５…ＡＧＣアンプ、２６…検波器
、３０…制御部、３１…操作入力部、１００，１００Ａ…受信装置
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